
  

２０２６年２月１７日 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた 

自己宛小切手の発行終了と 

手形貸付・商業手形割引および手形担保の新規受付の終了について 

 

 十六フィナンシャルグループの十六銀行（以下「当行」といいます。）は、手形・小切手

の全面的な電子化に向けた対応として、２０２６年３月３１日（火）をもって自己宛小切手

の発行、手形貸付・商業手形割引および手形担保の新規受付を終了いたしますので、下記の

とおりお知らせします。 

 

記 

  

１. 自己宛小切手の発行終了について 

  発行終了日：２０２６年３月３１日（火） 

 

  発行終了に伴い、当座勘定規定を改定いたします。 

改 定 日：２０２６年４月１日（水） 

 

  ＜当座勘定規定（一部抜粋）＞                   下線部変更 

現   行 改 定 後 

略 

 

第８条（手形、小切手用紙） 

 

略 

 

⑤ 手形用紙、小切手用紙、払戻請求

書の交付請求があった場合には、必

要と認められる枚数を実費で交付

します。 

 

略 

 

第 13条（支払保証に代わる取扱い） 

小切手の支払保証はしません。た

現行どおり 

 

第８条（手形、小切手用紙等） 

 

現行どおり 

 

⑤ （削除）払戻請求書の交付請求があ

った場合には、必要と認められる枚

数を実費で交付します。 

 

 

現行どおり 

 

第 13条（支払保証） 

小切手の支払保証はしません。（削



  

だし、その請求があるときは、当行

は自己宛小切手を交付し、その金額

を当座勘定から引落します。 

除） 

 

 

２. 手形貸付・商業手形割引および手形担保の新規受付の終了について 

終了するサービス 終了日 代替サービス 

手形貸付 
２０２６年３月３１日（火）

（※） 

・証書貸付 

・借入専用当座貸越 

商業手形割引 ・でんさい割引 

手形担保 ・でんさい担保 

(※）２０２７年４月１日（水）以降を期日とする手形貸付・商業手形割引および手形担保の新規受

付を終了します。 

 

３. 手形・小切手の全面的な電子化について  

当行では、手形・小切手に代わる決済方法としてインターネットバンキングによるお振

込やでんさいサービスを用意しておりますので、お客さまにおかれましてはお早めに電子

的な決済手段への移行をご検討いただきますようお願い申しあげます。 

 

 

  以 上 


